
「ISESAKI  TINY  SHOP」募集要綱 

 

１． 目的 

伊勢崎駅自由通路内に約一坪のチャレンジショップを設置し、将来的にまちなかでの開業を目指す方

へ貸し出しを行います。 

 

２．対象 

次のいずれかに該当する人 

【開業志向枠（優先採択）】 

・伊勢崎のまちなかで実店舗開業を予定している人、創業計画を持っている人 

【チャレンジ一般枠（毎月募集）】 

・既存事業者、テスト販売者、ポップアップ、副業チャレンジなど気軽に出店を試したい人 

 

３．実施期間 

  令和８年５月２０日（水）〜  令和９年３月２２日（月・祝）    

         

４．募集期間  

【開業志向枠（優先採択）】 

令和８年５月１日(金)～令和９年２月２０日（土）まで 

    ・通算３か月間を上限（連続・分割活用利用の選択可能） 

【チャレンジ一般枠（毎月募集）】 

令和８年５月１日(金)～令９年２月１９日（金）まで  

・毎月初に翌月分の出店者を募集 

・⼀度に申し込みができる日数は、最大限５日間まで。 

但し、空き状況により、追加申し込みを受け付ける場合があります。 

 

５．出店時間 

午前６時〜午後８時の間で、自由に設定可能。 

申し込みの際に、出店希望日時を備考欄に明記してください。 

※開店及び閉店の状況確認のため、各々の写真を撮影し、所定の投稿フォームへ送信していただき

ます。 

 

６．出店申込方法 

【開業志向枠（優先採択）】 

・商工労働課へお申し込みください。簡単な聴き取り後、面談日程の調整を行います。 

  ・申請書類の提出: 面談当日までに簡易事業計画書などをご提出ください。（所定様式あり） 

  ・面談日に提出書類を基にいくつかの質問をさせていただき、後日選考結果に関する連絡を行いま

す。 

   なお、選考は応募順ではなく、審査制となります。 

   

伊勢崎市産業経済部商工労働課 まちなか活性化係 電話 0270-27-8807 

メールアドレス shoukou@city.isesaki.lg.jp 

   

【チャレンジ一般枠（毎月募集）】 

・まきばプロジェクトホームページ応募フォームより、お申込みください。 

・応募が完了しますと、自動返信メールが届きます。自動返信メールが届けば、申し込みが完了とな

ります。 

自動返信メールが届かない方は、迷惑メールに認識されている可能性があります。ご自身のメール

設定をご確認の上、再度、お申し込みをし直してください。 

  ・選考方法：応募順にて随時選考し、採択合否通知をお送りします。 



  ・販売品目により必要な許可証・届け出書類等をご提出ください。 

       

まきばプロジェクト ホームページ URL https:// makiba.life 

メールアドレス  info@makiba.life 

 

７．設置 

・前橋工科大学堤研究室が設計した木製ブース「ウチソト」を使用して出店いただきます。 

・「ウチソト」は常設で設置されております。その他、必要な備品は全て出店事業者の持ち込みとなり

ます。 

・テーブルや椅子、看板やのぼりなど、貸し出し備品は⼀切ございません。 

 

８．出店規約及び注意事項 

・出店者は応募時点で年齢が満２０才以上であること。 

・出店中、自身の荷物や商品の管理は自己責任となりますので、各自で盗難対策を行ってください。 

・出店者は出店及び販売行為に関して発生した事故や苦情に対して全ての賠償責任を負います。 

・装飾や看板の設置などは、出店者の管理責任のもと細心の注意を払い設置してください。第三者に被

害があった場合、主催運営者は⼀切の責任を負いません。 

・木製ブース「ウチソト」を故意に破損、汚損した場合、修繕費⽤の⼀部、もしくは全額をご負担いた

だきます。 

・自主的な活動をする個⼈、グループ、団体単位での申込みが可能です。 

・火気使用厳禁です。発電機の使用不可。危険物は持ち込まないでください。 

・模倣品の販売は禁止です。模範品とは、特許権、実用新案権、意匠権、商標権を侵害する製品のこと

を言います。例えば、有名ブランドのマークを真似したマークを付けたバッグなどがあります。 

・海賊版の販売禁止。海賊版とは、著作権、著作隣接権を侵害する製品のことを言います。 

例えば、アニメーションやゲームソフトなどが著作権者に無断で複製され、販売されていることなど

があります。 

・商用禁止布を用いたハンドメイド作品の販売禁止。ワークショップで使用する生地も同様です。 

デザインに著作権者がいる等の理由で、商用利用が禁止されている生地、商用禁止布、又は商用不可

布と呼びます。アニメキャラクターが描かれているものは、ほぼ該当いたします。 

・出店時、担当者からお声がけさせていただく場合がございます。注意勧告に従わない場合は、即時出

店を中止いただきます。 

・出店者はモラルとマナーを守って、責任ある商品の提供をおこなうよう努めてください。 

・伊勢崎市自由通路条例（別紙）を厳守すること。 

 

９．飲食物販売について 

・食品製造許可のある施設で調理された物を商品としてパッケージングされているもののみ販売可能

です。 

・必ず原材料、製造場所、製造年月日、賞味期限などをラベルシールに表記して商品に添付してくださ

い。 

・会場での調理や盛り付けはできません。ドリンクを注ぐ行為も調理とみなされるため、行うことはで

きません。 

・食品衛生責任者以上の資格を有する方に限ります。 

・PL保険（生産物賠償責任保険）、又はそれに準ずる保険に加入している方のみ応募可能です。 

・飲食販売出店者は出店及び食品、販売行為に関して発生した事故や苦情に対して全ての賠償責任を

負います。 

・本人以外の応募はできません。また、本人以外の出店は認められません。出店許可権利の無断譲渡は

禁止です。 

・保健所より指示があった場合は、都度、指導に従っていただきます。 

 



１０．飲食物販売に必要な書類提出について 

飲食物を販売される方は、以下の提出書類のコピーデータが必要です。 

・販売品目に応じた調理施設の許可証 

・調理従事者の食品衛生責任者の資格を有することを証明するもの（ 食品衛生責任者手帳など） 

・検便実施証明書（半年以内のもの） 

・PL保険（生産物賠償責任保険） 又はそれに準ずる保険の保険証券 

 

出店が確定すると「出店許可通知」がメールで届きます。必要書類のコピーデータを添付してご返信く

ださい。 

 

１１．ペット向けフード販売について 

ペット向けフードを販売される方は、事前に「ペットフード製造業届出」の受領印が押された控えの

コピーをご提出いただきます。届出の際に、控えをお受取りされなかった方は、ペットフード製造業届

出を担当する下記部局にお問い合わせいただくと、控えをメール又は郵送で送っていただけますので、

お取り寄せください。（個人情報の観点で、ご本⼈が届出の控えを取り寄せいただく必要がございます。） 

 

関東農政局 消費・安全部 畜⽔産安全管理課郵便番号： ３３０－ ９７２２ 

住所： 埼玉県さいたま市中央区新都心２－ １（ さいたま新都心合同庁舎２号館） 

電話番号： ０４８－ ７４０－ ５０６５ 

 

出店が確定すると「出店許可通知」がメールで届きます。必要書類のコピーデータを添付してご返信く

ださい。 

 

１２．アンケートの協力について 

本事業は公共空間の活用に向けて実施している社会実験になります。 

利用者の意見を頂戴し、今後の施策につなげるものですので、事業実施後にアンケートへのご協力を

お願いいたします。（所定の投稿フォームを用意します） 

 

１３．その他 

・出店による事故等のトラブルは、迅速に対応してください。 

尚、発生したトラブル等については、その内容を当日に報告してください。 

・出店後は、周囲のゴミを拾い、清掃活動にご協力ください。 

・出店者用は、伊勢崎駅前インフォメーションセンターの駐車場が利用可能です。 

・本規約要項に定めるもののほか、その他関連法令を厳守してください。 

 

           

主催 伊勢崎市まちなか活性化⽀援会議 

協力 まきばプロジェクト 

問合せ先 伊勢崎市産業経済部商工労働課 まちなか活性化係 

直通 ０２７０－２７－８８０７ 

Email shoukou@city.isesaki.lg.jp 


